
個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法

本人からの住民税申告書、税務署からの確定申告書、給与支払
者からの給与支払報告書、公的年金支払者からの公的年金支払
報告書、寄附先自治体からの寄附金税額控除特例通知書、特別
徴収事業者からの給与所得者異動届出書、生活福祉課からの提
供

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 生活福祉課、建設課

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税の賦課徴収を行うために利用

記録項目
１宛名コード、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６電話
番号、７家族構成、８続柄、９勤務先、10収入情報、11課税情
報、12障がいの程度、13公的扶助の状況

記録範囲 個人住民税課税対象者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課賦課係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人住民税賦課ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイル簿

－

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　□有　☑無

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイルの種別

軽自動車税賦課ファイル

夕張市長

税務課賦課係、市民課南支所

軽自動車税（種別割）の賦課徴収を行うために利用

１宛名コード、２所有者氏名、３所有者住所、４課税車体情報
等、５課税情報

軽自動車税（種別割）の納税義務者、軽自動車の所有者、使用
者

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

備考

本人又は代理人からの申告書、軽自動車検査協会、地方税共同
機構（軽OSS）から提供、地方公共団体情報システム機構（J-
LIS)から提供

含まない

－記録情報の経常的提供先

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

個人情報ファイルの利用目的

記録範囲

記録項目



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　☑有　□無

記録情報の収集方法
本人、相続人代表者、法務局からの登記済通知書、地方税ポー
タルシステム（eLTAX)、現地調査

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税の賦課徴収を行うために利用

記録項目

１宛名コード、２氏名、３住所、４土地・家屋・償却資産の課
税標準額、５土地・家屋の所在及び地番、６土地・家屋・償却
資産の評価額、７土地の地目及び地積、８家屋の建築年・種
類・構造・床面積、９課税情報

記録範囲 固定資産（土地・家屋・償却資産）の所有者、納税者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課賦課係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 固定資産税賦課ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法 本人又は代理人、北海道国民健康保険団体連合会

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 市民課、北海道国民健康保険団体連合会

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険料の賦課徴収を行うために利用

記録項目
１被保険者番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６所
得情報、７世帯構成、８保険料額

記録範囲 国民健康保険被保険者及びその世帯主

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課賦課係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 国民健康保険料賦課ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法 本人又は代理人

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 保健福祉課

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料の賦課徴収を行うために利用

記録項目
１被保険者番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６所
得情報、７年金コード、８保険料額

記録範囲 介護保険の第１号被保険者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課賦課係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 介護保険料賦課ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法
本人又は代理人からの申告、北海道後期高齢者広域連合から提
供

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 市民課、北海道後期高齢者広域連合

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の賦課徴収を行うために利用

記録項目
１被保険者番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６所
得情報、７年金コード、８保険料額

記録範囲 後期高齢者医療保険被保険者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課賦課係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料賦課ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法

本人からの住民税申告書、税務署からの確定申告書、給与支
払者からの給与支払報告書、公的年金支払者からの公的年金
支払報告書、寄附先自治体からの寄附金税額控除特例通知
書、特別徴収事業者からの給与所得者異動届出書、生活福祉
課からの提供

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 税務署

個人情報ファイルの利用目的 確定申告書、住民税申告書を作成するために利用

記録項目
１宛名コード、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６電
話番号、７家族構成、８続柄、９勤務先、10収入情報、11課
税情報、12口座情報、13障がいの程度、14個人番号

記録範囲 １月１日現在市内に住所を有する個人

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課賦課係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 確定申告支援ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法 本人又は代理人、相続人代表者、金融機関

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 金融機関

個人情報ファイルの利用目的 市税等の収納管理、口座振替等を行うため利用

記録項目
１宛名コード、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６賦課
状況、７納税（納付）状況、８口座情報

記録範囲 市税又は保険料の納税（納付）義務者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課収納係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 収納管理ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市税務課賦課係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）マニュアル処理ファイルの

有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法
本人からの聴取、官公署・金融機関・勤務先・保険会社等への
調査

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 市税及び保険料の滞納者に対し、滞納整理を行うため利用

記録項目

１宛名コード、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６電話
番号、７本籍及び筆頭者、８賦課及び納税（納付）状況、９家
族状況、10折衝履歴、11財産情報、12公的扶助の状況、13滞納
処分の状況

記録範囲 市税及び保険料に未納がある者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

税務課収納係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 滞納管理ファイル

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

１　氏名、２　住所、３　電話番号

上下水道閉開栓・使用者変更の届出を提出した者

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイル簿

－

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　□有　☑無

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイルの種別

上下水道開閉栓・使用者変更に係る事務ファイル

夕張市長

土木水道課上下水道庶務係、市民課南支所

上下水道の使用開始、使用終了及び使用者変更に係る事務のた
めに利用。

（名　称）夕張市土木水道課上下水道庶務係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

備考
当該事務は、水道PFI事業の一環で、ゆうばり麗水(株)に外部
委託している。

本人から提出された届出書

含まない

無記録情報の経常的提供先

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

個人情報ファイルの利用目的

記録範囲

記録項目



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

土木水道課上下水道庶務係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 上下水道料金収納に係る事務ファイル

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 上下水道料金の収納に係る事務のために利用。

記録項目 １　氏名、２　住所、３　電話番号

記録範囲 上下水道を利用する者(納付書による支払を希望する者)

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法 本人から提出された届出書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 無

備考
当該事務の一部は、水道PFI事業の一環で、ゆうばり麗水(株)
に外部委託している。

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市土木水道課上下水道庶務係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

土木水道課上下水道庶務係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 上下水道料金口座振替に係る事務ファイル

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 上下水道料金の口座振替に係る事務のために利用。

記録項目 １　氏名、２　住所、３　電話番号、４　取引銀行

記録範囲 上下水道を利用する者(口座振替による支払を希望する者)

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　□有　☑無

記録情報の収集方法 本人から提出された届出書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 無

備考
当該事務の一部は、水道PFI事業の一環で、ゆうばり麗水(株)
に外部委託している。

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市土木水道課上下水道庶務係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課市民係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 戸籍

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 本籍人の身分関係の登録・公証

記録項目
１氏名、２生年月日、３性別、４本籍・筆頭者、５筆頭者との
続柄、６親族関係　等

記録範囲 本籍人

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

記録情報の収集方法 本人から提出された戸籍届書　等

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 本籍人及び直系親族、利害関係人、国及び地方公共団体

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課市民係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

戸籍の記載が法律上許されないものである場合等、又は戸籍届
出が無効であることを発見した場合等については、戸籍法第
113条、114条により裁判所の許可を得て戸籍訂正を申請するこ
とができる。

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課市民係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳、戸籍附票

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 住民の居住関係の記録・公証

記録項目
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５世帯主との続柄、６
本籍・筆頭者、７マイナンバー、８前住所　等

記録範囲 住民

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

記録情報の収集方法 本人から提出された住民移動届書、戸籍　等

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 本人および世帯員、利害関係人、国及び地方公共団体

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課市民係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

市長が処理する事務の実施に関する苦情は、住民基本台帳法第
36条の3の規定により申し出ることができる。

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課市民係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

夕張市印鑑の登録及び証明に関する条例により登録証の再交
付、亡失届、廃止申請、まっ消を行う。

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

記録情報の収集方法 本人から提出された登録申請、住民票　等

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 本人および登録証持参の委任された者

個人情報ファイルの利用目的 印鑑証明

記録項目 １氏名、２生年月日、３性別、４住所、５印影

記録範囲 意思能力を有する１５歳以上の住民

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課市民係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 印鑑証明登録

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課市民係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

都道府県又は地方公共団体情報システム機構が処理する事務の
実施に関する苦情は、住民基本台帳法第30条の36の規定により
申し出ることができる。

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

記録情報の収集方法
市町村は、本人から提出された住民移動届書、戸籍等に基づき
整理された住民基本台帳の一部を都道府県を介し通知し、地方
公共団体情報システム機構が提供する。

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 本人、国及び地方公共団体、政令で定めらた一部の民間事業者

個人情報ファイルの利用目的 本人確認情報の確認

記録項目
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５マイナンバー、６前
住所　等

記録範囲 住民

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課市民係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 住基ネットワークシステム及び公的認証システム

行政機関等の名称 夕張市長



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課市民係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 国民年金

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 年金加入員の資格及び受給に関する届書の受理　等

記録項目
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５年金番号、６税
情報　等

記録範囲 20歳以上の市民

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

記録情報の収集方法 本人から提出された関係届書、年金請求書　等

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 年金事務所

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課市民係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

申出、国民年金法（国の事務）

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課市民係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 相続税法第５８条通知に規定する事務

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 相続に関する通知を行なう

記録項目
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５本籍・筆頭者、６死
亡及び失踪の住所・日時、６届出人の氏名・死亡者及び失踪人
との関係、７税情報　等

記録範囲 本籍人

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

記録情報の収集方法 本人から提出された戸籍届書　等

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 税務署

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課市民係

（所在地）夕張市本町４丁目２番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

戸籍法第113条、114条による戸籍訂正申請等、相続税法（国の
事務）

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課環境生活係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 墓地台帳管理ファイル

行政機関等の名称 夕張市

個人情報ファイルの利用目的 墓地に関する申請等の事務のために利用

記録項目

１墓石名、２建立者、３建立年月日、４埋葬者、５死亡等年
令、６死亡年月日、７サイズ、８備考、９届出事項、10届出年
月日、11（申請者・使用者）氏名、12住所、13電話番号、14特
記事項

記録範囲

墓地使用者変更届を提出した者
墓地納骨届を提出した者
改葬許可証を提出した者
墓地敷地返地届を提出した者

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　■有　□無

記録情報の収集方法 申請者から提出された墓地に関する申請書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課環境生活係

（所在地）夕張市本町4丁目2番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　■有　□無

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）夕張市市民課環境生活係

（所在地）夕張市本町4丁目2番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

記録情報の収集方法 申請者から提出された火葬場使用に関する申請書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 夕張市葬斎苑（夕張環境清掃㈱）

個人情報ファイルの利用目的 火葬場使用等に関する申請等の事務のために利用

記録項目

死体火葬許可証
１死亡者の本籍、２死亡者の住所、３死亡者の氏名、４性別
及び出生年月日、５死因、６死亡年月日時、７死亡場所、８
火葬の場所、９申請者の住所氏名及び死亡者との続柄、10出
棺日時、11火葬日時、12火葬場使用料、13控室使用料、14合
計

記録範囲 死亡及び火葬診断書を提出した者

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民課環境生活係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 火葬場使用管理ファイル

行政機関等の名称 夕張市



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

生活福祉課生活福祉係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 障害者福祉システムファイル

行政機関等の名称 夕張市福祉事務所長

個人情報ファイルの利用目的 障害を持つ者の障害福祉サービス及び台帳管理に利用

記録項目
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6障害状況、7
健康状況、8身体状況

記録範囲
手帳申請書を提出した者、
各種サービス利用申請を提出した者

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　☑有　□無

記録情報の収集方法 本人から提出された申請書、診断書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む（病歴）

記録情報の経常的提供先 本人が利用する医療機関及び障害福祉施設

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）　夕張市生活福祉課生活福祉係

（所在地）　夕張市本町4丁目2番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第75条関係

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

生活福祉課生活福祉係、市民課南支所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 福祉灯油（冬期生活特別支援金）ファイル

行政機関等の名称 夕張市長

個人情報ファイルの利用目的 福祉灯油（冬期生活特別支援金）を支給するために利用

記録項目 1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6税情報

記録範囲 申請書を提出した者

マニュアル処理ファイルの
有無
　　　□有　□無

記録情報の収集方法 本人から提出された申請書

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 －

備考

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）　夕張市生活福祉課生活福祉係

（所在地）　夕張市本町4丁目2番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）


